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学校におけるがん教育のための外部講師の活用について 

山梨県教育庁保健体育課 

がん教育のための外部講師の活用について 

学校におけるがん教育の実施にあたり、がんそのものの理解やがん患者に対する正しい認識を深めるためには、がんの専門家（外部講

師）の活用が効果的です。授業や講演会において、外部講師の活用手順を作成しましたので、がん教育の取組の参考にして下さい。 

 

【外部講師派遣依頼の手順  ①→②→③→④→⑤→⑥→⑦】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊注） 外部講師を依頼するに当たっては、「外部講師を活用したがん教育ガイドライン」（文部科学省発行）に留意し、外部講師と学校でテーマ等について 

   調整の上、実施する。なお、経費及び必要物品は原則、申込者（学校）が調達する。また、「がん教育推進のための教材」（文部科学省）、「小学生・ 

中学生・高校生用リーフレット」（県教委）等を積極的に活用すること。 

【保健体育課】 

ア 外部講師派遣協力団体または外部講師との連絡調整 

イ 学校との連絡調整 

連絡 

 

調整 

 

 

 

 

 

ア 各学校におけるがん教育の企画（＊注） 

指導案、講演会の実施要項の作成 

 

イ 外部講師の依頼（２ヶ月前までに保健体育課へ） 

  ｢外部講師派遣 依頼書(別紙２)・外部講師一覧（別紙３）｣ 

…保健体育課ＨＰ掲載 

学校医、学校歯科医、

学校薬剤師などの協力 

外部講師協力団体 

（外部講師） 

授業・講演会等の実施 

｢外部講師派遣 実施状況

報告書(別紙４)｣ 

窓口（問合せ、書類提出先） 

山梨県教育庁保健体育課  

保健給食担当  

TEL  055-223-1785  

FAX 055-223-1718 

E-mail:hotai@pref.yamanashi.lg.jp 
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